
１　児童が自宅にいる場合

対　応

自宅待機

学校が状況を判断し，
必要な措置をとる

　

　

　２　大雨洪水警報等，他の警報や情報が発表されたとき

対　応

７：００まで ７：００まで 通常通り登校　※

気象警報等の発表による緊急時の登下校について

解除された場合

 

 １　暴風警報・暴風雪警報，大雪警報，東海地震注意情報または予知情報（警戒宣言）が
     発表されたとき   　(大雨洪水警報等，他の警報は適用されません）

　　　※　帰宅するか，学校にて保護するかを学校長の判断で措置する。
             (「すぐメール」で知らせます。）

　１　特別警報，暴風警報，暴風雪警報，大津波警報，震度５強以上の地震発生，噴火警報及び
　　　東海地震注意情報または予知情報（警戒宣言）が発表されたとき（一斉引渡し）

登校後 ７：００を経過

発表された場合

 ※解除された後も状況により臨時休校・始業時間の変更等の措置をとる場合があります。

臨時休校

時　刻 時　刻

 ２　特別警報（大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪），大津波警報，
　　 震度５強以上の地震発生，噴火警報が発表されたとき

　午前７時前に発表された場合

２　児童が学校にいる場合

　臨時休校

　　　●　全員学校にて保護・待機・・・・直接保護者の方に迎えにきてもらう。
          （各教室で引き渡し）
　　　※　特別警報が解除された場合や津波（大津波）警報が注意報に変更された場合は，
           安全を確認の上，下校措置をとる。
　

 (2)登下校中

 (3)在校中

三重県に「Ｊアラート」による緊急情報発信があった場合の対応

　　

Ｊアラート発信時

 (1)登校前

その後の対応

安全が確保されたと判断したときに「すぐメー
ル」で連絡。万が一、市内及び近隣市町に着弾
した場合は臨時休校。

保護者や教員の支持に従う。

その後の対応は「すぐメール」で連絡。緊急に
保護者に引き渡しをお願いする場合がありま
す。

児童の行動

自宅待機

危険回避行動
※頑丈な建物の中に入る。ない場合は、
物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を隠
す。

校舎内待機


